
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建物の凸コーナーに装着されるコーナー用タイル張サイディングであって、
　Ｌ形に折曲された金属板と、
　該金属板の前面に装着された複数枚のタイルとを有するコーナー用タイル張サイディン
グにおいて、
　該凸コーナーに装着された際に下位側となる下端辺にあっては、タイルが金属板の下端
辺から所定長さａだけはみ出しており、
　上位側となる上端辺にあっては、タイルが金属板の上端辺から所定長さｂだけ後退して

　
　

　 いることを
特徴とするコーナー用タイル張サイディング。
【請求項２】
　請求項１において、該タイルは弾性接着剤によって金属板に接着されており、
　目地間隙及び前記上端辺にあっては、金属板の前面に弾性接着剤層が存在することを特
徴とするコーナー用タイル張サイディング。
【請求項３】
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おり、
該金属板の裏側に断熱パネルが接着されており、
該金属板は、断熱パネルの全周において、該断熱パネルの側端面に重なるように折曲さ

れており、
該金属板のこの折曲方向の先端縁は、１８０°断熱パネル側に折り返されて



　請求項２において、目地間隙及び前記上端辺にあっては、弾性接着剤層前面に着色粒子
が付着されていることを特徴とするコーナー用タイル張サイディング。
【請求項４】
　請求項３において、該着色粒子は着色珪砂であることを特徴とするコーナー用タイル張
サイディング。
【請求項５】
　請求項１ないし のいずれか１項のコーナー用タイル張サイディングを複数個、建物の
凸コーナーに装着した構造であって、
　該タイル張サイディングの下端辺のタイルは、下位側に配置されたタイル張サイディン
グの上端辺の金属板に重なっていることを特徴とするコーナー用タイル張サイディングの
取付構造。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、建物の凸コーナーに取り付けられるコーナー用タイル張サイディングとその取
付構造に係り、特に上下方向に複数段に配列されるコーナー用タイル張サイディングとそ
の取付構造に関する。
【０００２】
【従来の技術】
このようなコーナー用タイル張サイディングとして、実開平３－１８３３０号公報の第６
図には、Ｌ形に折曲された金属板の前面に複数枚のタイルを所定パターンにて貼り付けて
なるものが記載されている。該金属板の左右の両側辺には、それぞれ、雄実状の突片と雌
実状の溝が形成されている。
【０００３】
建物の壁面に沿って左右方向に一列に板状のタイル張サイディングを取り付け、凸コーナ
ーにこのコーナー用タイル張サイディングを取り付ける。各板状サイディングの左右の側
辺にも、それぞれ雄実状の突片と雌実状の溝が形成されている。左右に隣り合う板状サイ
ディング同士は、一方のサイディングの溝に他方のサイディングの突片が係合することに
より連結される。
【０００４】
コーナー用サイディングの左右両隣に配置された板状サイディングのうちの一方の板状サ
イディングの溝に該コーナー用サイディングの突片が係合し、該コーナー用サイディング
の溝に他方の板状サイディングの突片が係合することにより、コーナー用サイディングと
その両隣の板状サイディングも互いに連結される。
【０００５】
このコーナー用サイディングは、その両隣の板状サイディングに対し目地通りが良好とな
るように上下方向に取付位置を調節された後、釘やビス等によって壁面に固着される。
【０００６】
壁面及び凸コーナーの下端側に一段目の板状サイディングとコーナー用サイディングとを
配列した後、その上方に二段目、三段目と順次にこれらを配列することにより、タイル張
り調の外装仕上面が構築される。
【０００７】
【特許文献１】
実開平３－１８３３０号公報
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
上記実開平３－１８３３０号のコーナー用タイル張サイディングにあっては、上段側のコ
ーナー用サイディングの下端辺と下段側のコーナー用サイディングの上端辺との間の間隙
が目立ちやすい。
【０００９】
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本発明は、上段側と下段側のサイディング同士の間の間隙が目立たないコーナー用タイル
張サイディング及びその取付構造を提供することを目的とする。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　本発明のコーナー用タイル張サイディングは、建物の凸コーナーに装着されるコーナー
用タイル張サイディングであって、Ｌ形に折曲された金属板と、該金属板の前面に装着さ
れた複数枚のタイルとを有するコーナー用タイル張サイディングにおいて、該凸コーナー
に装着された際に下位側となる下端辺にあっては、タイルが金属板の下端辺から所定長さ
ａだけはみ出しており、上位側となる上端辺にあっては、タイルが金属板の上端辺から所
定長さｂだけ後退して

いることを特徴
とするものである。
【００１１】
なお、ｂは目地幅 +ａなる寸法であり、コーナー用タイル張サイディングを複数個取付施
工した際、目地幅をタイル張サイディング内のタイル目地幅と同一とすることができる。
【００１２】
また、本発明のコーナー用タイル張サイディングの取付構造は、かかる本発明のコーナー
用タイル張サイディングを複数個、建物の凸コーナーに装着した構造であって、該タイル
張サイディングの下端辺のタイルは、下位側に配置されたタイル張サイディングの上端辺
の金属板に重なっていることを特徴とするものである。
【００１３】
かかる本発明のコーナー用タイル張サイディング及びその取付構造にあっては、上段側の
サイディングの下端辺から下方にはみ出したタイルが、その下段側に配置されたサイディ
ングの上端辺の金属板に重なるように取付施工されるため、上段側のサイディングと下段
側のサイディングとの間の継ぎ目が目立たない。
【００１４】
本発明のコーナー用タイル張サイディングにおいては、タイルが弾性接着剤によって金属
板に接着されると共に、目地間隙及び該サイディングの上端辺にあっては、金属板の前面
に弾性接着剤層が存在する構成となっていることが好ましい。
【００１５】
このようにタイルを弾性接着剤によって金属板に接着することにより、振動や衝撃等によ
ってタイルに割れや剥離等が生じることが抑制される。なお、タイルを金属板に接着する
際に、弾性接着剤を金属板の前面全体に塗工し、目地間隙や金属板の上端辺にも予め弾性
接着剤層が存在するようにしておく。こうすることにより、これらの目地間隙及び金属板
の上端辺に目地材を付着させるために別途接着剤を塗工する手間が省ける。また、これら
の目地間隙等から目地材を付着させるための接着剤がタイル上にはみ出して見栄えを悪く
することも防止される。
【００１６】
これらの目地間隙及び金属板の上端辺の弾性接着剤層前面に付着させる目地材として、着
色粒子を用いることが好ましい。タイルとタイルの間に着色粒子を付着させることにより
、コーナー用タイル張サイディングの見栄えを極めて良好なものとすることができる。こ
の着色粒子としては、着色珪砂が好適である。
【００１７】
　本発明のコーナー用タイル張サイディングにおいては、金属板の裏側に断熱パネルが接
着されてい 。このように金属板の裏側に断熱パネルを接着することにより、断熱性の高
い建物外装を構築することができる。
【００１８】
　このように金属板の裏側に断熱パネルを取り付 断熱パネルの全周において該断熱パ
ネルの側端面に重なるように金属板を折曲し、さらにこの金属板の折曲方向の先端縁を断
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おり、該金属板の裏側に断熱パネルが接着されており、該金属板は
、断熱パネルの全周において、該断熱パネルの側端面に重なるように折曲されており、該
金属板のこの折曲方向の先端縁は、１８０°断熱パネル側に折り返されて

る

け、



熱パネル側に１８０°折り返
【００１９】
このように金属板の裏側に断熱パネルを接着すると共に該金属板を断熱パネルの側端面に
重なるように折曲することにより、金属板の剛性が構造的に著しく高まる。従って、金属
板は比較的厚みが小さいもので足りるようになり、サイディングを軽量なものとすること
が可能となる。また、金属板の折曲方向の先端縁を断熱パネル側に１８０°折り返すこと
により、該先端縁のエッジが外部に露出しなくなるので、サイディングの施工時や運搬時
の作業の安全性に優れる。
【００２０】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。第１図は本発明のコーナー
用タイル張サイディングの側面図、第２図（ａ）は第１図の II－ II線断面図、第２図（ｂ
）は同（ａ）のＢ部分の拡大図、第３図はこのコーナー用タイル張サイディングの取付構
造を示す分解斜視図、第４図は第３図の IV－ IV線断面図である。なお、以下の説明におい
て、上下方向及び左右方向とは、壁面に取り付けられた状態におけるサイディングの上下
方向及び左右方向をいう。
【００２１】
この実施の形態では、第３図及び第４図に示すように、柱１の凸角部を直角に回り込むよ
うに既存壁面２が形成されている。この既存壁面２に沿って左右方向に複数枚の平板状の
タイル張りサイディング（以下、板状サイディングと称することがある。）３が取り付け
られ、凸コーナー２ａにＬ形のコーナー用タイル張サイディング（以下、コーナー用サイ
ディングと称することがある。）１０が取り付けられている。該板状サイディング３は、
既存壁面２の下端側から上端側まで上下方向に多段に設けられている。また、該コーナー
用サイディング１０も、凸コーナー２ａの下端側から上端側まで上下方向に多段に設けら
れている。
【００２２】
このコーナー用サイディング１０は、該凸コーナー２ａを直角に回りこむようにＬ形に折
曲された金属板１２と、該金属板１２の前面に接着された複数枚のタイル１４とを有して
いる。
【００２３】
各タイル１４は、第１図に示すように、横長の略長方形平板状であり、該金属板１２の前
面を構成する第１の面１２ａと第２の面１２ｂ（第２図（ａ）参照）とにそれぞれ上下方
向に多段に配列されている。各タイル１４同士の間には、所定幅の目地間隙があいている
。
【００２４】
凸コーナー２ａに装着されたときに下位側となる該サイディング１０の下端辺にあっては
、最下段のタイル１４は金属板１２の下端辺から所定長さａだけ下方にはみ出すように配
置されている。また、上位側となるサイディング１０の上端辺にあっては、最上段のタイ
ル１４は金属板１２の上端辺から所定長さｂだけ下方に後退するように配置されている。
この最下段のタイル１４の金属板１２の下端辺からのはみ出し長さａは、３～３０ｍｍ程
度であることが好ましく、最上段のタイル１４の金属板１２の上端辺からの後退長さｂは
１２～３９ｍｍ程度であることが好ましい。
【００２５】
各タイル１４は弾性接着剤（図示略）によって金属板１２に接着されている。タイル１４
を金属板１２に接着するに際し、該弾性接着剤は予め金属板１２の前面の全体に塗工され
る。従って、タイル１４同士の間の目地間隙や、最上段のタイル１４よりも上側に露出す
る金属板１２の上端辺の前面にも弾性接着剤層が存在する。
【００２６】
この目地間隙及び金属板１２の上端辺にあっては、該弾性接着剤層の前面に目地材として
着色粒子が付着されている。この着色粒子としては、着色珪砂が好適である。
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【００２７】
金属板１２の裏面に断熱パネル１６が接着されている。この実施の形態では、該断熱パネ
ル１６は、第２図（ａ）に示すように、金属板１２の前記第１の面１２ａ及び第２の面１
２ｂの裏側に別個に配置された２枚の小パネル１６Ａ，１６Ｂから構成されている。これ
らの小パネル１６Ａ，１６Ｂは、該第１の面１２ａと第２の面１２ｂとの交叉部の裏側に
おいて互いに密着するように配置されている。
【００２８】
金属板１２は、第２図（ａ）に示すように、この断熱パネル１６の全周において、該断熱
パネル１６の側端面に重なるように裏側に直角に折曲されている。また、第２図（ｂ）に
示すようにように、該金属板１２は、その折曲方向の先端縁が該断熱パネル１６側に１８
０°折曲されている。
【００２９】
既存壁面２に沿って配置される板状サイディング３も、金属板１２Ａと、該金属板１２Ａ
の前面に接着された複数枚のタイル１４とを有しており、該金属板１２ＡがＬ形に折曲さ
れていないこと以外は、上記のコーナー用サイディング１０とほぼ同様の構造となってい
る。即ち、該タイル１４は、上下方向に多段に且つ左右方向に並列に金属板１２Ａの前面
に配置されており、最下段のタイル１４は金属板１２Ａの下端辺から下方に所定長さａだ
けはみ出し、最上段のタイル１４は金属板１２Ａの上端辺から下方に所定長さｂだけ後退
している。
【００３０】
この板状サイディング３にあっても、各タイル１４は弾性接着剤（図示略）によって金属
板１２Ａに接着されている。該弾性接着剤は、タイル１４を接着する前に予め金属板１２
Ａの前面の全体に塗工されている。各タイル１４同士の間の目地間隙及び金属板１２Ａの
上端辺に存在する弾性接着剤層の前面には着色珪砂よりなる着色粒子が付着されている。
【００３１】
また、第４図に示すように、該金属板１２Ａの裏側にも断熱パネル１６が接着されており
、該金属板１２Ａは、断熱パネル１６の全周において、該断熱パネル１６の側端面に重な
るように裏側に直角に折曲されている。この金属板１２Ａの折曲方向の先端縁は断熱パネ
ル１６側に１８０°折り返されている。
【００３２】
これらの板状サイディング３及びコーナー用サイディング１０を取り付ける際の施工手順
を以下に説明する。
【００３３】
まず、既存壁面２に縦胴縁４が複数本取り付けられ、この縦胴縁４の前面にジョイントベ
ース５が取り付けられる。各縦胴縁４は、上下方向に延在され、ビス４ａや釘等によって
既存壁面２に固着される。該ビス４ａは、既存壁面２の裏側の柱１や梁等まで深々とねじ
込まれる。該ジョイントベース５は、該縦胴縁４の前面に沿って上下方向に延在され、ビ
ス５ａによって該縦胴縁４に固着される。
【００３４】
なお、各縦胴縁４は、既存壁面２に沿って左右方向に複数枚の板状サイディング３が配列
され、且つ凸コーナー２ａにコーナー用サイディング１０が配置されたときに、第４図に
示すように、隣り合う板状サイディング３の両側縁に跨る位置、並びにコーナー用サイデ
ィング１０とその隣に配置された板状サイディング３との両側縁に跨る位置にそれぞれ配
置される。また、各ジョイントベース５は、これらの隣り合う板状サイディング３同士の
間、並びにコーナー用サイディング１０とその隣に配置された板状サイディング３との間
にそれぞれ介在するように配置される。
【００３５】
次に、既存壁面２の下端側に、該壁面２に沿って左右方向に複数枚の板状サイディング３
を配列すると共に、凸コーナー２ａにコーナー用サイディング１０を装着する。各板状サ
イディング３は、隣り合う縦胴縁４，４に跨るようにして配置される。隣り合う板状サイ
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ディング３同士の間には、ジョイントベース５が介在される。コーナー用サイディング１
０も、凸コーナー２ａを挟んで隣り合う縦胴縁４，４に跨るように装着される。該コーナ
ー用サイディング１０とその両隣の板状サイディング３との間にもそれぞれジョイントベ
ース５が介在される。
【００３６】
この際、各板状サイディング３及びコーナー用サイディング１０は、それぞれ金属板１２
，１２Ａの端辺からタイル１４がはみ出した側を下位側として配置される。
【００３７】
各板状サイディング３は、隣り合う板状サイディング３との目地通りが良好となるように
上下方向に取付位置を調節された後、釘６によって各縦胴縁４に固着される。また、コー
ナー用サイディング１ 0も、隣り合う板状サイディング３との目地通りが良好となるよう
に上下方向に取付位置を調節された後、釘６によって各縦胴縁４に固着される。
【００３８】
このようにして１段目の板状サイディング３及びコーナー用サイディング１０を配列した
後、その上側に、２段目の板状サイディング３及びコーナー用サイディング１０を配列す
る。
【００３９】
即ち、１段目の各板状サイディング３の上側に別の板状サイディング３を配列すると共に
、１段目のコーナー用サイディング１０の上側に別のコーナー用サイディング１０を装着
する。この際、２段目の板状サイディング３及びコーナー用サイディング１０は、それぞ
れ金属板１２，１２Ａの下端辺からはみ出したタイル１４が１段目の各板状サイディング
３及びコーナー用サイディング１０の金属板１２，１２Ａの上端辺に重なり合うように配
置される。
【００４０】
２段目の各板状サイディング３及びコーナー用サイディング１０も、隣り合う板状サイデ
ィング３との目地通りが良好となるように上下方向に取付位置を調節された後、釘６によ
って各縦胴縁４に固着される。
【００４１】
その後、２段目のコーナー用サイディング１０及び板状サイディング３の金属板１２，１
２Ａの下端辺と、１段目のコーナー用サイディング１０及び板状サイディング３の金属板
１２，１２Ａの上端辺との間の間隙にシーリング材（図示略）を充填する。このシーリン
グ材の前面にも、タイル１４同士の間の目地間隙等の弾性接着剤層に付着させたものと同
種の着色粒子を付着させる。
【００４２】
この２段目の各板状サイディング３及びコーナー用サイディング１０の上側に、該２段目
と同様にして３段目以降の板状サイディング３及びコーナー用サイディング１０を順次配
列することにより、タイル張調の外装が構築される。
【００４３】
なお、隣り合う板状サイディング３同士の間、並びにコーナー用サイディング１０とその
両隣の板状サイディング３との間には、それぞれジョイントベース５が介在されるため、
これらの間にはそれぞれ所定の目地間隙が形成される。既存壁面２の上端側まで板状サイ
ディング３及びコーナー用サイディング１０を取り付けた後、この目地間隙を塞ぐように
、該ジョイントベース５にジョイント本体７が装着される。
【００４４】
該ジョイント本体７の前面には、全体にわたって各サイディング３，１０のタイル１４同
士の間の目地間隙に付着させたものと同種の着色粒子が付着されている。そのため、この
ジョイント本体７を装着することにより、各板状サイディング３とコーナー用サイディン
グ１０とが連続しているかの如き外観となる。
【００４５】
このコーナー用タイル張サイディング１０及びその取付構造にあっては、上段側のサイデ

10

20

30

40

50

(6) JP 4032965 B2 2008.1.16



ィング１０の下端辺から下方にはみ出したタイル１４が、その下段側に配置されたサイデ
ィング１０の金属板１２の上端辺に重なるように取付施工されるため、上段側のサイディ
ング１０と下段側のサイディング１０との間の継ぎ目が目立たない。
【００４６】
この実施の形態では、タイル１４を弾性接着剤によって金属板１２に接着している。これ
により、振動や衝撃等によってタイル１４に割れや剥離等が生じることが抑制される。
【００４７】
また、この実施の形態では、タイル１４を金属板１２に接着する際に、この弾性接着剤を
金属板１２の前面全体に塗工し、タイル１４同士の間の目地間隙や金属板１２の上端辺に
も予め弾性接着剤層が存在するようにしている。このようにすることにより、これらの目
地間隙及び金属板１２の上端辺に目地材を付着させるために別途接着剤を塗工する手間が
省ける。また、これらの目地間隙等から目地材を付着させるための接着剤がタイル１４上
にはみ出して見栄えを悪くすることも防止される。
【００４８】
この実施の形態では、これらの目地間隙及び金属板１２の上端辺の弾性接着剤層前面に目
地材として珪砂よりなる着色粒子を付着させているが、珪砂以外の粒子を用いてもよい。
また、着色粒子以外の目地材、例えばモルタル等を付着させてもよい。
【００４９】
この実施の形態においては、金属板１２の裏側に断熱パネル１６が接着されているので、
断熱性の高い建物外装を構築することができる。
【００５０】
また、この断熱パネル１６の全周において該断熱パネル１６の側端面に重なるように金属
板１２を折曲したことにより、金属板１２は構造的に剛性が高い。そのため、金属板１２
は比較的厚みが小さくて足り、サイディング１０を軽量なものとすることができる。
【００５１】
この実施の形態では、該金属板１２の折曲方向の先端縁を断熱パネル１６側に１８０°折
り返しているので、該先端縁のエッジが外部に露出しない。これにより、サイディングの
運搬時や施工時に作業者がこの金属板１２の先端縁のエッジで怪我をすることが防止され
る。
【００５２】
金属板１２に接着されるタイルは、第１～４図に示した形状及び配列パターン以外のもの
とされてもよい。例えば、上記の実施の形態では、長方形平板状のタイル１４を金属板１
２の第１の面１２ａと第２の面１２ｂのそれぞれに配置しているが、第５，６図のコーナ
ー用タイル張サイディング１０Ａにあっては、Ｌ形のタイル１４Ａを、金属板１２の凸角
部を回り込んで該第１及び第２の面１２ａ，１２ｂの双方に跨るように配置している。こ
のコーナー用タイル張サイディング１０Ａのその他の構成は、第１～４図のコーナー用タ
イル張サイディング１０と同一であり、第５，６図において第１～４図と同一符号は同一
部分を示している。
【００５３】
なお、該タイル１４Ａは、第６図に示すように、金属板１２の第１の面１２ａと第２の面
１２ｂとにそれぞれ配置される２枚の長方形平板状の小タイル１４ａ，１４ｂからなり、
これらの側端面をそれぞれ４５°にカットし、双方を直角に突き合わせるように接着する
ことにより製造されたものであるが、Ｌ形に一体成形された役物タイルを用いてもよい。
【００５４】
図示はしないが、異形タイルを金属板１２の第１の面１２ａと第２の面１２ｂとにランダ
ムに配置してもよい。
【００５５】
上記の各実施の形態では、コーナー用サイディング１０，１０Ａとその両側の板状サイデ
ィング３との間、並びに各板状サイディング３同士の間にジョイントベース５及びジョイ
ント本体７を介在させ、両者を離隔させているが、例えば、前述の実開平３－１８３３０
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号等のように、各サイディングの一方の側辺に雄実状の突起を設けると共に他方の側辺に
雌実状の溝を設け、この突起と溝とを係合させることにより隣り合うサイディング同士を
連結するよう構成してもよい。
【００５６】
また、このような突起や溝等を設ける代りに、各サイディングの金属板の一方の側端辺か
ら所定長さ、例えば前述の長さａだけ側方にタイルをはみ出させると共に、他方の側端辺
からは、タイルを所定長さ、例えば前述の長さｂだけ内側に後退させ、金属板の該一方の
側端辺からはみ出したタイルを隣り合うサイディングの金属板の該他方の側端辺に重ね合
わせるようにしてもよい。
【００５７】
このようにすることにより、ジョイントベース５及びジョイント本体７を用いなくても、
隣り合うサイディング同士の継ぎ目も目立たなくなる。
【００５８】
上記の各実施の形態は本発明の一例を示すものであり、本発明は上記の各実施の形態に限
定されるものではない。
【００５９】
【発明の効果】
以上の通り、本発明によると、上段側のサイディングと下段側のサイディングとの継ぎ目
が目立たないコーナー用タイル張サイディング及びその取付構造が提供される。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態に係るコーナー用タイル張サイディングの側面図である。
【図２】図１の II－ II線に沿う断面図である。
【図３】図１のコーナー用タイル張サイディングの取付構造を示す斜視図である。
【図４】図３の IV－ IV線に沿う断面図である。
【図５】本発明の別の実施の形態に係るコーナー用タイル張サイディングの斜視図である
。
【図６】図５のコーナー用タイル張サイディングの取付構造を示す図４と同様位置におけ
る断面図である。
【符号の説明】
１　柱
２　既存壁面
３　板状タイル張サイディング
４　縦胴縁
５　ジョイントベース
６　釘
７　ジョイント本体
１０，１０Ａ　コーナー用タイル張サイディング
１２，１２Ａ　金属板
１４，１４Ａ　タイル
１６　断熱パネル
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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